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〇 第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略の位置づけ

第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略（抄）（令和元年12月○日閣議決定）
本論 第２期における地方創生
第２章 第２期における施策の方向性
【横断的な目標１】多様な人材の活躍を促進する
横１-２ 誰もが活躍する地域社会の推進

（１）誰もが居場所と役割を持つ地域社会の実現
③ 地方就労・自立支援事業などを通じた「活躍推進型就労」の展開
ひとり親家庭、若年無業者等の地方におけるワーク・ライフ・バランスのとれた就労・自立を支援する地方就労・自立
支援事業の推進や、（略）誰もがその能力を活かし、本人の希望に応じて働くことができるようにする「活躍推進型就
労」の展開に取り組んでいく。

第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」政策パッケージ
横１－２．誰もが活躍する地域社会の推進
（１）誰もが居場所と役割を持つ地域社会の実現

ⅴ 地方就労・自立支援事業などを通じた活躍推進型就労の展開
「地方就労・自立支援事業」は、ひとり親家庭、若年無業者等の地方におけるワーク・ライフ・バランスのとれた就労・自立を支

援する取組であり、主に農業分野において広がりつつあるが、本事業をさらに推進するために、核となるパートナー企業に求められ
る機能等について調査・分析し、調査結果に基づくパートナー企業の機能の横展開を進めるとともに、生活困窮者自立支援
などの福祉との連携、農業以外の分野への横展開等による本事業の拡充について一層の支援を行う。

○ 都市のひとり親家庭や若者無業者が希望に応じて地方に住み、地域で能力開発を進め、ワーク・ライフ・バランスが
確保された安定的な就労を得ることを支援。

○ 各都道府県・市町村においても、次期総合戦略への位置づけ等積極的な対応をお願いしたい。

地域連携等による「地方就労・自立支援事業」
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第2期総合戦略「政策パッケージ」
横1-2(1)ⅴ(106ページ)



「地方就労・自立支援事業」の流れについて
〇 「地方就労・自立支援事業」は、自治体間の連携等により、地方で就労しながら自立した生活を送りたい方々に対し、人材を求め

る地方圏へのつなぎや、就業面を中心とした相談支援等を行う取組。
○ 現在、農業分野を中心に展開中。今後は生活困窮者自立支援などの福祉との連携、農業以外の分野への本事業の拡充につい

て一層の支援
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（取組事例）ＪＡ全農おおいたの「労働力支援事業」
〇 農家の生産活動は、家族などの基幹従事者だけでなく、近隣地域からの臨時的従業者の確保によって成立してき

たが、人口減少によって労働力確保が困難になってきている。
〇 そこで、必要な臨時的従事者となる人材を都市部から移動させることを事業化し、組合員が必要な時に必要なだ

け労働力を投入できる仕組みを構築。

労働力支援

〇「労働力支援事業」のイメージ図

・労働力支援のコーデｲネイト
・㈱菜果野アグリとの協議・調整
・収穫作物販売企画・立案
・農業機械のレンタル

全農おおいた

・労働力支援需要のとりまとめ
・圃場の決定と生育状況確認
・生産者と作業受託料の協議

Ｊ Ａ

・労働力の提供
・適正な料金設定
（全農・ＪＡ・農家と協議）

㈱菜果野アグリ（パートナー企業）

・軽労働の労働力提供

県内福祉施設（県斡旋）
・作業委託の要請
・作業委託料の支払

組合員

農業機械のレンタル

レンタル料金支払い

企画提案
労働力提供

料金支払

労働力支援

料金支払労働力提供

料金支払

コーディネートのコス
トは県本部で負担

・登録者数：約200人
・日々60～80人が農家を支援
・現金日払い、勤務時間・日数は
応相談、作業現地への送迎
・閑散期の人離れリスク、出来高
リスクを全農と分担

農福連携による
10年余の実績

生産活動の維持・拡大
→年収の増加 3
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地域連携等による「地方就労・自立支援事業」
ひとり親家庭の地方就労支援

－ 浜田市・ひとり親家庭受入事業
若者無業者の地方就労支援

－ 泉佐野市・弘前市の連携事業
ひとり親家庭の移住・就労支援と、地方の介護職員不足
解消の両方の課題解決

人材が不足している介護保険サービス事業所に対し、都市部で
増加しつつあるひとり親家庭の受入れを行い、一定期間の産業体
験を行う場合に要する経費の一部を助成。

対象者 ※次の全ての要件を満たす者

・ 浜田市外在住のひとり親家庭で、高校生以下の子と浜田市に移住す
る者（65歳未満）

・ 浜田市が指定する介護保険サービス事業所で就労が可能な者
・ 介護職場での就労が未経験（資格の有無は問わない）であり、研修
終了後も定住し続ける意思のある者

研修期間 3か月以上1年以内

主な支援内容
・ 研修手当…月額15万円以上
・ 住宅手当…家賃の1/2補助（最大２万円）
・ 養育支援…１世帯につき月額３万円（１年）
・ 本体価格０円で中古自動車を提供
・ 事業所から引っ越し等の支度金として30万円支給
・ 事業所から１年間の研修終了時に100万円支給 等

遠隔地の都市間連携による生活困窮者就労サポート

関西圏の若年無業者等を㈱泉州アグリ（母体＝泉州地域若
者サポ）と泉佐野市が受け入れ、農作業体験等を経て、就農
の選択肢を増やしたい希望者を、就労支援を共通化する弘前
市のリンゴ園に送り出し、実地研修を繰り返し就農を支援する。

プログラム（例）

６次産業体験コース（6次産業のいろはを学ぶ5日間）
生産（泉州野菜の生産と収穫作業を体験）

加工（漬物などの加工品を体験）
販売（大阪市内のマルシェでの販売体験）
堆肥づくり（バーグ堆肥などの土づくり体験）

地方での暮らし講座

まるかじりコース（りんご生産1週間体験）
1日目 → 異動・オリエンテーション
2～4日目 → りんご生産体験

5日目 → 堆肥づくり
6～7日目 → りんご生産体験・移動

＜㈱泉州アグリ・泉佐野市＞
若者の就労支援をベースに、農家と連携し、泉州ブランド野菜の生産、

加工、販売、堆肥づくりまでの＜支援付き農業事業体＞に成長。

＜弘前市＞
泉佐野で一通りの農業技術と地方での暮らし方を学び、弘前市へ渡り、

現地のりんご生産と暮らしを体験。体験から「2居住型」の就農へ。

※市の一般財源、企業の負担による実施

その他の取組事例

4



〇 地方就労・自立支援事業に関する経費は、所定の要件を満たす事業であれば地方創生推進交付金が活用できる可能性があります。
各都道府県・市町村におかれましては、本交付金を活用した積極的な事業展開をお願いいたします。

地方創生推進交付金の活用について
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事業分野（大項目） 地方への人の流れ 事業分野（詳細） 移住促進・地方創生人材の確保・育成等の人材分野

地方創生として目指す
将来像

地域が協働して、都市部の自治体や生活困窮者の自立支援に取り組む団体等と連携した就労・企業支
援に取り組むことにより、地方における安定した雇用と地方への新しい人の流れを創出する。

対象事業の概要

〇 都市部においては、地方での就労を希望する者及び無業者等に対し、連携先の自治体において人手
不足とされている農業や観光（旅館業）の事業について、専門家による相談や、個々の状況に応じた訓
練プログラムの提供、技術の習得や地方での暮らし方などの研修を実施するとともに、新たな希望者や受
け入れ先となる自治体等の開拓を行う。

〇 地方においては、都市部で研修を修了した者を受け入れ、独自の就労支援プログラムに基づき、現地に
おいて実習を行うとともに、専門家による相談や、地方での暮らし方などについて研修を実施する。
加えて、実習先の農家や旅館の開拓、都市部の自治体との連絡調整などを行う。

主な経費

〇 都市部…専門家による相談支援体制構築経費、訓練プログラム事業経費（プログラム開発、訓練実
施等）就農希望者開拓に関する経費、地方の自治体との連絡調整に関する経費 等

〇 地方部…就労支援プログラム開発経費、専門家による相談支援体制構築経費、地方での暮らし方研
修開催経費、実習先開拓経費、都市部の自治体との連絡調整に関する経費 等

【活用事例（都市と地方の複数の自治体による広域連携の取組）】

※地方創生推進交付金は、上記の他にも交付対象外となる経費等もあることから、当該事例と同様の取組をもって交付を約束するものではありません。
詳しくはまち・ひと・しごと創生本部事務局までお問い合わせください。

【受入自治体（地方）】
・ 都市部の人材を受入
・ 現地で実習（観光、農業）
・ 専門家による相談
・ 地域の暮らし方研修 等

【送出自治体（都市）】
・ 専門家による相談窓口の
設置

・ 訓練プログラムの提供
・ 就労希望者、提携先
自治体の開拓、送り出し 等

・希望者の
送出・受入
・連絡調整
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